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本 日 の 例 会    ６月 28 日(金)（第 4 例会）   シェラトン都ホテル大阪 3 階 志摩の間 

●退任挨拶 濱田由弘会長、山本智重幹事、宮田正人 SAA 

●大阪城南 RC ロータリー勉強会 

・第一部 17：00～ シェラトン都ホテル大阪 ３階 葛城の間 

・第二部 18：30ごろ～ シェラトン都ホテル大阪 ３階 春日の間 

●食膳 ＜フランス シーフードカレー＞ 

 

次週のお知らせ    7 月 5 日(金)（第 1例会）   シェラトン都ホテル大阪 3 階 志摩の間 

●表彰 ・前年度会長、幹事 ・年間皆出席及び通算皆出席 ・ホームクラブ連続皆出席 

●お祝 ・誕生日 結婚記念日 会社創立記念日 入会記念日 

●就任挨拶 石濱宏章会長、野村篤幹事、青野縣一 SAA、小原一眞副会長 

●理事会 11：00～  シェラトン都ホテル大阪 ３階 ホワイエ 

●第１回酒味の会 18：00～  道頓堀 今井 本店 

●食膳 ＜日本 七夕の節句料理＞ 

※クラブフォーラム開催なし 

 

次々週のお知らせ    7 月 12 日(金)（第 2 例会）   シェラトン都ホテル大阪 3 階 志摩の間 

●就任挨拶 宮田正人職業奉仕委員長、恒元直之社会奉仕委員長、 

佐伯清孝国際奉仕委員長、泉浩一青少年奉仕委員長 

 

 

先 週 の 記 録     6 月 21日 (第 3例会)       シェラトン都ホテル大阪 3 階 志摩の間 

 
 
 

出 席 会 員 31 名(内免除会員 9 名) 
     会 員 総 数 43 名(同上 16 名) 
     ゲスト    0 名 
     ビジター  3 名          
                 計 34 名 
        ホームクラブ出席率 86.11％ 
    6 月 7 日(第 1 例会)補正出席率 100.00％（MU1 名） 

 

 

 

 

 

 

出席報告

創  立 1969．5．30 
幹  事 山 本 智 重 

会    長 濱 田 由 弘 
会報委員長 恒 元 直 之 

 

 
RI 2660 地区 

大阪城南ロータリークラブ 
事務局 〒542-0012  大阪市

中央区谷町 9 丁目 1 番 22 号 

NK 谷町ビル 407 号 

TEL（06）6796-9898 

FAX（06）6796-9899 

https://osakajonan-rc.org/ 

E-mail: johnan25@crocus.ocn.ne.jp 

例会場 シェラトン都ホテル大阪 

上本町 6-1-55 

 TEL（06）6773-1111 

例会日 金曜日 12：30 

NO．2631 2024-6-28 

 

ゲスト＆ビジター(敬称略) 

南出謙一(大阪リバーサイド RC) 

星野浩一(大阪リバーサイド RC) 

伴井敬司（大阪難波 RC） 

https://osakajonan-rc.org/


 

 

 

 

皆さん、こんにちは本日は、ロータリーの「奉仕の理念」を自らの 

                  経営で実践された方達 3 人の事を紹介します。まず皆さんご存じの松 

下幸之助さんです。松下幸之助さんは大阪ロータリークラブの会員で 

ありました。松下電器産業(現パナソニック)の創始者であります。大阪 

ロータリークラブの例会にメイクした人が SAA をしていた松下さんに 

ゲスト席まで丁寧に案内されて恐縮した話、例会にて松下さんの隣に 

座った時などは、「君、松下君と呼んでくれたまえ」と言われて困った 

と言うエピソードがあったようです。松下さんが「奉仕」に目覚めたの 

は、昭和 7 年(1932 年)にある人に誘われて天理教本部に見学に行ったとき、そこで生き生きと奉 

仕活動をする信者を見て、社会的使命のために働くことが幸福を導くと悟ったのです。松下さんが 

37歳のときでした。後に松下さんはこの年を「命知元年」と呼んでいます。パナソニックのウェ 

ブサイトに松下さんが昭和 4年に掲げた「網領」が載っているようです。パナソニック網領「産 

業人たるの本文に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に、寄与せんことを期す」 

とあります。ロータリー職業奉仕理念そのものに思えます。余談ですが、大阪城南ロータリーク 

ラブ元会員の日産プリンス大阪社長だった風見さんに松下さんと話をした内容を聞いた事がありま 

す。風見さんは日産プリンス大阪社長就任すぐに、ある人の紹介で松下さんに面会に行きました。 

そこで松下さん第一声「あんたの会社は儲かってまっか」と言われ、日産プリンス大阪赤字を立て 

直すために社長就任した風見さんは「会社は赤字です」と答えて、すぐさま松下さんは「儲かって 

ない会社の社長と話をするつもりは無い、帰れ」とおっしゃったそうです。その後、日産プリンス 

大阪は黒字になったとき再度、松下さんを訪ねて話を聞いていただいたそうです。元会員の私の父 

が風見さんと仲良くなり、風見さんが私の会社に来て勉強会をしていただいた時に、その話をきき 

ました。次に立石一真（たていし かずま）さんです。京都南ロータリークラブに所属され第 14 

代会長をされておられました。立石電機製作所(現オムロン)創始者で、企業はただ儲けるためにあ 

るのではなく、社会に奉仕するためにあると社員に熱心に説いたそうです。会社の基本理念は「企 

業は社会の公器である」、社憲は「われわれの働きで、われわれの生活を向上し、よりよい社会を 

つくりましょう」、人生を振り返った結論として「最もよく幸せにする人が最もよく幸せになる」 

とおっしゃったそうです。次に小倉昌男さん、銀座新ロータリークラブに所属されていました。 

クロネコヤマトの宅急便を創った ヤマト運輸の元会長です。宅急便事業を始めるにあたって掲げ 

たスローガンが「サービスが先、利益は後」と言う言葉です。この言葉はロータリーの二つのモッ 

トー「超我奉仕 Servise above Self」と「最も奉仕する者、最も多く報いられる He profits most who 

 serves best」凝縮した言葉ではないでしょうか。 

 

 

〇次週 6/28(金)の例会が濱田年度（2023－2024 年度)の最終例会とな 

 りますので、理事、役員記念撮影をします。 

今年度の理事、役員の皆様はご予定しておいて下さい。 

〇同じく次週 6/28(金)開催を予定しております「ロータリー勉強会」に 

つきまして、本日、光信会員と打ち合わせして参りました。大変お元 

気な様子でしたので、当初の予定通り開催させて頂きます。 

 

 

会長の時間

幹事報告



6 月は ロータリー親睦活動月間 

 

詳細の再確認ですが、 

第一部 17:00～ シェラトン都ホテル大阪 3 階 葛城の間 「光信会員の講話とバズセッション」 

第二部 18:30 頃～ シェラトン都ホテル大阪 3階 春日の間 「老・壮・青 懇親会」 

となっております。「メーキャップ扱い」となりますので、できるだけ多くの会員にご参加頂き 

たいと思います。 

 

 

・野球同好会ひょうたんず 山本智重マネージャー 

本日例会終了後、ミーティングを行いますのでお集まり下さい。内容は次年度ガバナー杯の 

幹事クラブとなりましたのでまた、その役割についてです。 

 

 

「相続登記義務化について」 

山本英樹会計担当 

本日は、「相続登記義務化について」について、お話をさせていただ 

こうかと思います。 

日本の不動産の内、その所有者が不明な土地は、全体の２割であり 

４１０万 ha と推定されています（２０１６年時点）。これは、九州の面 

積（367 万 ha）を上回ることになっています。所有者不明土地の問題点 

には、いくつかの重要なものがあります。主な問題点は以下の通りです。 

管理の不全：所有者が不明であるため、土地が適切に管理されず、放置されることが多く、周囲 

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

公共事業の妨げ：所有者が分からない土地は、公共事業や復旧・復興事業の進行を阻害する要因 

となります。 

土地利用の阻害：所有者不明の土地は、民間取引や土地の有効活用を妨げる要因となっています。 

社会問題の深刻化：所有者不明土地は増加を続け、高齢化の進展による相続機会の増加等により、 

問題はますます深刻化しています。 

        これらの問題に対処するため、日本政府は所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理の確保 

を推進するための制度の整備を進めています。例えば、令和 3年（2021 年）には「民法等の一部 

を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・ 

公布され、所有者不明土地の発生を予防し、すでに発生している所有者不明土地を滞りなく利用 

するための見直しと制度の創設が行われました。 

これらの方策の一つとして、令和６年４月より相続登記の申請が義務化され、所有者不明土地 

の問題解消に向けた取り組みが強化されています。 

        この相続登記の義務化の制度により、相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得 

を知った日から 3 年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。遺産分割が成立した場合 

も同様で、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から 3年以内に登記をしなければな 

らないとされています。 

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、 

相続人が非常に多数である場合や、戸籍謄本などの資料収集に時間がかかる場合など、正当な理 

由がある場合はこの限りではありません。 

 

 

委員会報告

卓  話



6 月のロータリーレート 

１ドル＝157 円 

  

相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解消するための一環として導入されました。相 

続が令和 6 年 4月 1日以前に開始している場合でも、3 年の猶予期間が設けられており、義務化 

の対象となりますので、不動産を相続した場合は早めに登記申請を行うことが推奨されています。 

詳細な手続きや相談については、法務省の特設ページや、弁護士、司法書士、土地家屋調査士 

       などの専門家に相談することができます。また、法務局では登記申請書の作成などに関する案内 

サービスも提供していますので、登記手続きに不安がある場合は利用を検討してみてください。 

 

 

 

 

 

地区より委嘱状授与             大阪リバーサイド RC  

岡部倫正会員               より RYLAの PR 訪問 

 

 

 

 

 

6 月 21 日（第 3 例会） 

・大阪リバーサイド RC、RYLA実行委員、南出様、星野様 本日は RYLAの PRに来ました！宜しく 

お願いいたします。 

・濱田会長 大阪リバーサイド RC会長エレクト南出様、次年度青少年奉仕委員会副委員長星野様、 

ようこそおいでくださいました。ごゆっくりして行ってください。 

・山本(智)幹事 大阪リバーサイド RC南出様、星野様、RYLAの PRありがとうございます。 

・山本(智)幹事 業界の世界大会参加のためバンクーバーに行って参りました。例会欠席お詫び 

として。 

・山口会員 回避できない要件に直面し、残念至極ですが連続皆出席記録を断念しました。 

・中本会員 20年ぶりにドライバーを買い替えたので、良いスコアが出ることを期待して。 

・山本(英)会員 久しぶりの卓話です。 

・泉会員 今週(火)(水)(木)と仏壇の組合の研修旅行で鎌倉に行っておりました。三日間酒浸り 

でした。 

・細川会員 今日、娘が 2歳になりました。 

・佐伯会員 来週、最終例会欠席となります。すみません…。親睦・出席委員長、一年間つとめさ 

せていただきました。ありがとうございました。 

・山本(哲)会員 細川さん、先日(RAC例会後)はありがとうございました。 

      ・その他お詫び、1件 

 

本日のニコニコ合計：31,000円 

本年度ニコニコ累計（2024年 6月 21日現在）：2,632,020円 

 

 

(編集担当 泉・土井） 

ニコニコ箱

例会風景


